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平成２９年山形村議会第２回定例会 

 

議 事 日 程 （第１号） 

 

平成29年６月７日（水曜日）午前 ９時００分開会 

開会宣告 

開議宣告 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

自 平成29年６月７日 

（10日間） 

至 平成29年６月16日 

日程第 ３ 村長あいさつ 

日程第 ４ 諸般の報告 

日程第 ５ 行政報告 

日程第 ６ 請願・陳情の委員会付託 

日程第 ７ 報告第 １号 

《提案説明、質疑、討論、採決》 

日程第 ８ 承認第 １号 

日程第 ９ 承認第 ２号 

日程第１０ 同意第 ２号 

日程第１１ 同意第 ３号 

《提案説明、質疑、委員会付託》 

日程第１２ 議案第２４号 

日程第１３ 議案第２５号 

日程第１４ 議案第２６号 

認定第１５ 議案第２７号 

日程第１６ 議案第２８号 

日程第１７ 議案第２９号 

日程第１８ 議案第３０号 

日程第１９ 議案第３１号 
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日程第２０ 議案の委員会付託について 

日程第２１ 議員派遣の件について 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１１名） 

１番 大 池 俊 子 君  ２番 上 条 浩 堂 君 

３番 新 居 禎 三 君  ５番 小 林 武 司 君 

６番 籠 田 利 男 君  ７番 増 澤 武 志 君 

８番 大 月 民 夫 君  ９番 西 牧 一 敏 君 

１０番 竹 野 入 恒 夫 君  １２番 三 澤 一 男 君 

１３番 平 沢 恒 雄 君    

欠席議員（１名） 

１１番 赤 羽 千 秋 君    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村   長 本庄利昭  君  教 育 長 根橋範男  君 

会計管理者 小林好子  君  総 務 課 長 赤羽孝之  君 

税 務 課 長 村田鋭太  君  住 民 課 長 塩原美智代 君 

保 健 福 祉 

課 長 
堤  岳志  君  

子 育 て 

支 援 課 長 
百瀬尚代  君 

保 育 園 長 宮澤寛徳  君  
産 業 振 興 

課 長 
藤沢洋史  君 

建 設 水 道 

課 長 
篠原雅彦  君  教 育 次 長 上條憲治  君 

総 務 課 

財 政 係 長 
宮越卓也  君    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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事務局職員出席者 

事務局長 籏町通憲  君  書  記 神通川直美 君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎開会宣告 

○議長（平沢恒雄君） おはようございます。 

  これより、平成２９年第２回山形村議会定例会を開会いたします。 

本日の会議に先立ちまして、傍聴人に申し上げます。議会傍聴規則により、撮影、

または録音等をすることは許可が必要となります。 

なお、報道関係者から取材の申し込みがありましたので、これを許可しました。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎開議宣告 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽千秋議員が欠席でありますが、定足数に達しておりますの

で、直ちに本会議に入ります。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議事日程の報告 

○議長（平沢恒雄君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（平沢恒雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第１２５条の規定により、１２番、三澤一男議員、１番、大池俊子議員を

指名します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎会期の決定 

○議長（平沢恒雄君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  去る５月２９日開催の議会運営委員会において、本定例会の会期を本日から６月１６

日までの１０日間にすべきものと決定しましたが、これにご異議ございませんか。 
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          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） ご異議ないものと認めます。よって、今議会定例会の会期は、

本日から６月１６日までの１０日間と決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎村長招集あいさつ 

○議長（平沢恒雄君） 日程第３、村長より招集のあいさつをお願いします。 

  本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 議員の皆様おはようございます。本日は、平成２９年第２回山

形村議会定例会を招集申し上げたところ、議員の皆様には、ご出席を賜り、誠にあり

がとうございます。 

さて、今定例会は、村長選挙後初めての定例会となりますことから、４月開催の第

２回臨時議会でも申し上げましたが、村政運営に対する私の所信の一端を述べさせて

いただきます。 

今、山形村は、緩やかに人口減少・少子高齢化が進む村へと変わろうとしておりま

す。未来の子どもたちのため、山形村の何を残し、どこをどう変えるか議員の皆様、

役員の皆様をはじめ、村民の皆様から知恵を出していただきながら真剣に対応を考え

てまいります。 

様々な行政課題に村と村民の皆様が協働して行政課題に取り組んでまいります。村民

力のある山形村、この村に住んでよかったと思える村民主役の住みがいのある村づく

りを進めます。 

先人が築いてきた、活力に満ちた自然豊かな山形村に誇りを持ち、次世代に引き継

ぐことが、村政運営を任されました私の大きな役割と認識し、公正な行政と将来を見

通した対話型の村づくり村民主役の村づくりに取り組んでまいります。 

それでは、私の村政運営にあたっての基本的な考えを述べさせていただきます。 

第１は、安心で住みよい村づくりであります。特に子育て支援の充実を進めてまい

ります。 

保育料の軽減と多子世帯の負担軽減でありますが、国の施策と整合性をとりながら

保育料の多子世帯の負担軽減を行います。 

小学校の２５人規模学級の導入をいたします。基本的には、１年から４学年は３０
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人以下学級、集団行動がより求められる高学年の５、６学年は３５人以下学級とする

学級編成を行います。ただし、それぞれの学年の実情を考慮し、学校現場の意見を尊

重しながら柔軟に対応してまいります。 

高校生の通学手段の確保については、路線バス、コミュニティバス、福祉バスなど

の運行の利便性などを検討し改善を行ってまいります。 

第２は、農業と自然が輝く村づくりであります。広大な農地や山林資源を生かし、

自然や環境と共生する村づくりを進めてまいります。 

畑地かんがい施設などの老朽化した農業基盤の再整備、山林資源や自然を生かした

里山再生の方策を地域の実情を考慮しながら進めてまいります。 

風食防止策については、山形村のイメージの低下する要因でもありますので、これ

までの防止策などのデータをもとに将来に向けた施策の検討を行います。 

第３は、村民主役の村づくりであります。住民と行政が協働する村づくりを目指し

ます。村民の皆様の積極的な参画が必要だと考えます。 

地域の課題には、住民自らが知恵と能力で解決していくことも必要です。 

今、それぞれの地域で、価値観の多様化する個人主義的な考えが主流となりつつあ

ります。地域コミュニティの弱体化が危倶されます。地域のことはそこに住む人達が

決め、そして行動することが大切です。地域の皆様と行政情報を共有し、ともに民意

が反映される村づくりに努めてまいります。常会などの課題を検討する審議会を７月

までに設置する計画です。村民の皆様の小さな声も届く開かれた行政を行うため、各

種委員会や審議会などで発言しやすい会の運営を心がけ、また、少数意見であっても、

必ず検証を行い、政策に反映できない理由も明らかにするなどの事務対応を行います。

また、女性の政策や地域の組織への参画を積極的に進めます。 

第４は、福祉施策と高齢者支援の充実であります。保健、医療、福祉が一体となっ

た村づくりを推進します。 

高齢化率の上昇が見込まれる中で、健康で長生きの村づくりを目指します。高齢者

の交通手段を確保するため、福祉バスの利便性の向上を図ります。高齢者の生きがい

づくりのため、定年後、地域とかかわりながら充実した暮らしができる支援を地域の

皆様と協働して行ってまいります。 

介護予防施策として、村民の皆様とともに健康寿命延伸のため、元気なお年寄りが

少し高齢のお年寄りを支えるようなシステムを検討してまいります。 

第５は、文化や資源を生かした観光事業であります。既存の資源、具体的には農業、
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清水高原、そば集落、道祖神、ショッピングセンターなどを有機的に結びつけること

で新たな村の魅力を生み出し、山形村のブランド力を上げることが必要だと思います。 

山形村の風土を生かした先進的な取り組みに支援を行うことも必要だと考えており

ます。 

第６は、自主財源の確保、効率的な財政運営に努めます。行政全般についての見直

しのため、行財政改革に取り組みます。 

施設の老朽化に備える基金を充実させ、費用対効果を考慮した事業の選択など効率

的な行政運営を行ってまいります。 

第７は、村民の要望に応える柔軟な行政組織をつくってまいります。 

役場の財産の１つは人材です。職員がその能力を十分に発揮すれば、少ない予算で

もすばらしい効果を上げることができます。そのためにはまず職員の意識改革が必要

です。 

危機管理体制の充実でありますが、災害や事故などへの的確な対応に備え、日ごろ

から迅速で的確な対応ができる訓練を行います。また、職員の人材育成のため、実効

性のある職員研修を行います。 

さて、今定例会では、報告１件、承認２件、同意２件、議案８件の１３の案件を上

程いたしましたので、よろしくご審議をお願いいたします。 

最後に、議員の皆様とともに、村政推進の両輪として、建設的な議論を通して、時

代の変化を的確に捉えた施策を行ってまいりたいと思います。今後とも議会の立場で、

村民の皆様の多様な意見を把握され、積極的な政策判断、政策提言をお願い申し上げ

まして、招集のあいさつといたします。よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎諸般の報告 

○議長（平沢恒雄君） 日程第４、諸般の報告を行います。 

  議長活動状況の報告につきましては、印刷してお手元に配付のとおりですので、ご

了承ください。 

  例月出納検査結果報告以下の報告につきましては、議会事務局から報告させます。 

神通川書記。 

          （事務局書記朗読） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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   ◎行政報告 

○議長（平沢恒雄君） 日程第５、行政報告を行います。 

  村長より報告願います。 

  本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 工事の発注状況についてでありますが、お手元に配付されてお

ります資料の「工事の発注状況」をご覧いただき、ご報告にかえさせていただきたいと

思います。よろしくお願いをいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎請願・陳情の委員会付託 

○議長（平沢恒雄君） 日程第６、請願・陳情の委員会付託を行います。 

  本日までに提出されました請願・陳情は、２９請願第１号から２９請願第３号まで

の請願３件と、２９陳情第１号の合計４件であります。 

  書記をして件名の朗読を行います。 

  神通川書記。 

          （事務局書記朗読） 

○議長（平沢恒雄君） ここで本請願の紹介議員より、２９請願第１号について内容説

明を求めます。 

  新居禎三議員、説明願います。 

  新居禎三議員。 

          （３番 新居禎三君 登壇） 

○３番（新居禎三君） それでは「オスプレイの低空飛行訓練の中止を求める請願」の

趣旨説明をいたします。 

  昨年１２月１３日、沖縄県名護市東岸沖でオスプレイの墜落事故が発生しました。

さらに同じ日の夜、ほかのオスプレイ機が普天間飛行場に胴体着陸する事故が発生し、

重大事故が重なりました。欠陥が指摘されているオスプレイの訓練が日本国内で拡大

されている中、恐怖心を禁じ得ません。にもかかわらず、事故原因の究明がまったく

されないまま、飛行訓練が再開されています。  

  日本国内で初めての墜落事故は政府やアメリカが強調してきたオスプレイの機体の
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安全性を根底から覆すものにほかなりません。新型輸送機オスプレイは開発段階から

墜落事故が頻発し、機体の欠陥が指摘されています。  

  本年、横田基地に配備される攻撃型輸送機オスプレイは夜間や低空飛行など過酷な

条件での運用が想定されており、墜落事故等による住民の生命の危険が一段と増して

います。  

  長野県では昨年、県、県市長会、県町村会連名で、防衛大臣、環境大臣に次の飛行

訓練の要請を行っております。  

  １、飛行訓練の情報を開示し、安全性や運用について事前に説明すること。  

  ２、県民や観光客に不安や懸念を抱かせる飛行訓練が実施されないように、在日米

軍に合意事項の遵守を強く求めること。  

  ３、絶滅危慎種の生息環境への影響を低減する対策を行うこと。の３点を求めてい

ます。  

  防衛省は、運用に関する情報が得られれば、速やかに知らせるとしています。しか

し、具体的には一切明らかになっていません。  

  住民の生命や財産が失われるような事態があってはなりません。  

  よって、県、県市長会、県町村会の要請と連携し、オスプレイの訓練中止、訓練の

情報を事前に説明を求める意見書を関係機関に提出を求めるものです。  

  ご審議のほど、よろしくお願いします。  

○議長（平沢恒雄君） 次に、２９請願第２号について内容説明を求めます。 

新居禎三議員、説明願います。 

  新居禎三議員。 

          （３番 新居禎三君 登壇） 

○３番（新居禎三君） それでは「『テロ等準備罪』、いわゆる『共謀罪』を新設する組

織犯罪処罰法改正案に反対する請願」の趣旨説明を行います。 

  現在、衆議院で可決し、参議院の委員会審議が行われている「テロ等準備罪」法案

は、オリンピックに向けたテロ対策、国際組織犯罪防止条約の締結に不可欠と強調さ

れていますが、それは名目にすぎません。過去に３回廃案になった「共謀罪」と変わ

るところはなく、犯罪を計画段階でかかわった人を処罰できるようにする法案であり

ます。既に行われた行為を罰する刑法の基本を大きく変えるものです。  

  犯罪組織に属さなければ一般市民は罰せられることはないと政府は強弁しています

が、組織的犯罪集団とはどういうものか具体的には定められていません。捜査当局の
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幅広い解釈が可能で、恣意的な運用が行われ、政府の政策に反対する一般市民団体が

ある日突然組織的犯罪集団として摘発される可能性も排除されていません。  

  また、法務大臣の答弁でも明らかなように、準備行為の定義も曖昧なままで、資金

や物品の手配、下見などしたが、日常生活とどのように区別するかなど、個人の内心

に踏み込まなければなりません。そのために監視社会が一層拡大する懸念もぬぐい切

れません。そういう懸念に対して、基本的人権が侵されるおそれがあると、国連の人

権特別報告者からも警告がなされています。  

  十分な審議も行われず、このような刑法体系の原則に矛盾し、基本的人権の保障と

対立を起こすような法案の改正を成立させることのないよう、意見書を関係機関に提

出を求めるものです。ご審議のほど、よろしくお願いします。  

○議長（平沢恒雄君） 次に、２９請願第３号について内容説明を求めます。 

大池俊子議員、説明願います。 

  大池俊子議員。 

          （１番 大池俊子君 登壇） 

○１番（大池俊子君） それでは「テロ等準備罪」いわゆる「共謀罪」の法案に対する

ものに対して、その廃案にするための請願書を読みたいと思います。趣旨説明をした

いと思います。 

  これは先ほどの新居議員のものと内容的は同じだと思いますけれども、請願者が違

いますので、行いたいと思います。  

  この「共謀罪」法案は自由と民主主義が守れるかがかかった重大な問題であります。 

  「共謀罪」の問題点の第１は、具体的な危険な行為があって、初めて処罰するとい

う近代刑事法の大原則を覆し、日本国憲法が保障する思想・良心の自由、表現の自由

などを侵害する違憲立法そのものだということです。 

  第２に、この法案について政府はテロ対策のため、一般人は対象にはならないなど

と説明してきましたが、いまやその説明は成り立っていません。国際組織犯罪防止条

約の作成過程では日本政府をはじめ、Ｇ８のほとんどの国がテロリズムは本条約の対

象とすべきでないと主張していました。この条約がテロ防止条約でないことは明らか

です。 

  日本は既にテロ防止のための１３本の国際条約を締結し、６６の重大犯罪について

未遂より前の段階で処罰できる国内法を整備しています。このことでも「共謀罪」の

新設は不要です。 



 －１１－ 

  政府は組織犯罪集団や実行準備行為を要件としているから、内心を処罰するもので

はないと主張していますが、いずれも判断するのは警察です。実行準備行為について

先ほども出ましたが、花見と下見は外見上区別はできませんが、金田大臣は、ビール

と双眼鏡で外見上で区別できると言っています。ビールを持てば花見で、双眼鏡やメ

モなどを持っていれば下見ということです。これでは区別になりません。今度は計画

に基づくかどうかで判断すると言います。結局は計画すなわち内心でしか区別できな

いということを自ら認めています。 

  第３に、物言えぬ監視社会をつくりだす、現代版の治安維持法であり、安保法制が

戦争法や特定秘密保護法、盗聴法などと一体に日本を戦争する国にしようとする法案

であります。もしもこの「共謀罪」が新設されれば、いよいよ一般市民は監視され、

戦前のように物言えぬ社会に後戻りとなります。 

  以上の理由から、人権と民主主義を守るために、政府に「テロ等準備罪」「共謀罪」

を国会において廃案とするよう、意見書を提出していただきたいと思います。十分な

審議をよろしくお願いします。 

○議長（平沢恒雄君） 本日提案されました請願及び陳情は、会議規則第９２条及び第

９５条の規定により、お手元に配付の請願・陳情付託表のとおり、所管の各常任委員

会に付託し、審査願うことにいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎報告第１号 

○議長（平沢恒雄君） 日程第７、報告第１号「平成２８年度山形村一般会計繰越明許

費繰越計算書の報告について」を議題とします。本庄村長の報告を求めます。 

  本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 報告第１号「平成２８年度山形村一般会計繰越明許費繰越計算

書の報告について」の説明を申し上げます。 

  平成２９年度一般会計の繰越明許費にかかわる歳出予算の経費を平成２９年度に繰

り越したいので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、繰越計算書を調

整し、これを議会に報告するものであります。 

  この繰越計算書は、去る３月１日の議会定例会に報告し、承認をいただきました平

成２８年度山形村一般会計補正予算第６号の繰越明許費にかかわるものであります。 



 －１２－ 

平成２９年度に繰り越した事業は１件の66万9,000円であり、その財源は全額国庫支

出金となっておりますので、報告をさせていただきます。よろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（平沢恒雄君） 村長の報告が終了しました。 

  ここで担当課長の詳細説明があれば、これを許します。 

○総務課長（赤羽孝之君） ありません。 

○議長（平沢恒雄君） それでは、報告第１号について、質疑を行います。質疑のある

議員の発言を許します。 

  質疑ありませんか。 

          （発言する者なし） 

○議長（平沢恒雄君） 質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

  以上、報告第１号は終了いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎承認第１号～承認第２号 

○議長（平沢恒雄君） 日程第８、承認第１号から日程第９、承認第２号までを一括し

て議題とします。書記をして各議案の朗読を行います。 

  神通川書記。 

          （事務局書記朗読） 

○議長（平沢恒雄君） 村長の提案説明を求めます。 

 本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 承認第１号、第２号につきまして、提案説明を申し上げます。 

  まず、承認第１号「山形村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める

ことについて」の説明を申し上げます。 

  地方税法の一部を改正する法律等が、平成２９年３月３１日に公布されたことに伴

い、関連して山形村税条例等の一部を改正する必要が生じました。特に緊急を要する

案件で、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかでしたので、平成２９年３月

３１日付でこの条例を専決処分をいたしました。 

  よって、地方自治法第１７９条第３項の規定によりまして、これを議会に報告し、

その承認を求めるものでございます。 



 －１３－ 

  次に、承認第２号「山形村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認を求めることについて」の説明を申し上げます。 

  地方税法の一部を改正する法律が平成２９年３月３１日に公布されたことに伴い、

関連して山形村国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じました。特に緊急を

要する案件で、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかでしたので、平成２９

年３月３１日付でこの条例を専決処分をいたしました。 

  よって、地方自治法第１７９条第３項の規定によりまして、これを議会に報告し、

その承認を求めるものでございます。 

  よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（平沢恒雄君） 村長の各提案説明が終了しました。 

  ここで議案審査についてお諮りします。 

  去る５月２９日開催の議会運営委員会において承認第１号と承認第２号については

委員会付託を省略し、議会全員協議会を開催して詳細説明を受けることに決定しまし

たが、これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、承認第１号と承認第２号の議案につきましては、委員会付託を省略し、議

会全員協議会において詳細説明を受けることに決定しました。 

ここで、休憩します。 

休憩。 

（午前 ９時３４分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午前 ９時４５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） それでは、先ほど議題としました承認第１号の議案についてお

諮りいたします。 

  本案件は既に全員協議会において詳細説明を受けておりますので、質疑は省略し、

討論を行いますが、これにご異議ございませんか。 



 －１４－ 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） それでは質疑を省略し、討論を行いますが、これに異議ありま

せんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） 討論を行います。討論はありますか。 

          （発言する者なし） 

○議長（平沢恒雄君） 異議ないものと認め、採決を行います。 

本案は原案のとおり承認することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○議長（平沢恒雄君） 起立全員であります。よって、承認第１号「山形村税条例の一

部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて」は原案のとおり承認する

ことに決定しました。 

 次に、承認第２号の議案について、お諮りいたします。 

  本案件は既に全員協議会において詳細説明を受けておりますので、質疑は省略し、

討論を行いますが、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） 討論ありますか。 

          （発言する者なし） 

○議長（平沢恒雄君） 討論はないので、直ちに採決いたします。 

本案は原案のとおり承認することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○議長（平沢恒雄君） 起立全員であります。よって、承認第２号「山形村国民健康保

険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて」は原案のと

おり承認することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎同意第２号 

○議長（平沢恒雄君） 日程第１０、同意第２号「山形村固定資産評価審査委員会委員

の選任につき同意を求めることについて」を議題とします。村長の提案説明を求めま

す。 

本庄村長。 



 －１５－ 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 同意第２号「山形村固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについて」説明を申し上げます。 

  固定資産評価審査委員会は、固定資産の価格に対する不服を審査決定するために、

市町村に設置されるものとして地方税法に定められ、村税条例第７８条の規定により

３名の委員で組織されております。 

  現在審査委員会委員を務めております上大池久保連絡班の中村宏さんにつきまして

は、本年８月２１日をもって、３年間の任期満了となるため、後任として上大池堤北

連絡班の中村健一郎さんを選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定により、

議会の同意を求めるものであります。 

  固定資産の評価という適正と均衡の確保が求められる問題に関する不服の処理は、

村の固定資産の実態を熟知し中立公平で慎重に審議を行うことが重要であり、中村健

一郎さんに委ねることが適当と考え、選任をしたいと思います。 

  よろしくご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（平沢恒雄君） 村長の提案説明が終了しました。 

  ここで、議案審査についてお諮りします。 

  去る５月２９日開催の議会運営委員会において同意第２号については、委員会付託

を省略し、議会全員協議会を開催して、詳細説明を受けることに決定しましたが、こ

れにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） 異議ないものと認めます。 

  同意第２号の議案につきましては、委員会付託を省略し、議会全員協議会において

詳細説明を受けることに決定しました。 

ここで、休憩します。 

休憩。 

（午前 ９時５２分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午前 ９時５９分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



 －１６－ 

 

○議長（平沢恒雄君） それでは、先ほど議題としました同意第２号の議案について、

お諮りいたします。 

  本案件は既に全員協議会において詳細説明を受けておりますので、質疑は省略し、

討論を行いますが、これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） 討論を終結し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） ご異議ないものと認め、採決いたします。 

  本案は原案のとおり同意することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○議長（平沢恒雄君） 起立全員であります。よって、同意第２号「山形村固定資産評

価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて」は原案のとおり同意する

ことに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎同意第３号 

○議長（平沢恒雄君） 日程第１１、同意第３号「農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについて」を議題といたします。村長の提案説明を求めます。 

本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 同意第３号「農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」の説明を申し上げます。 

  昨年、平成２８年４月１日に農業委員会等に関する法律が改正され、初めての改選

になります。 

  現在の農業委員の皆さんにおいては、本年７月１９日をもって３年間の任期が満了

となります。今回の改選から、公職選挙法による選出から、地区推薦、団体推薦、公

募により選考された候補者を、議会の同意を経て村長が任命する方式に改正されまし

た。定数も１６名から１４名に変更となっております。 

  各地区、団体等からの推薦が整いましたので、農業委員会等に関する法律第８条第



 －１７－ 

１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご

同意をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（平沢恒雄君） 村長の提案説明が終了しました。 

  ここで、議案審査についてお諮りします。 

  去る５月２９日開催の議会運営委員会において同意第３号については、委員会付託

を省略し、議会全員協議会を開催して、詳細説明を受けることに決定しましたが、こ

れにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） ご異議ないものと認めます。 

  同意第３号の議案につきましては、委員会付託を省略し、議会全員協議会において

詳細説明を受けることに決定しました。 

ここで、休憩します。 

休憩。 

（午前１０時 ３分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

（午前１０時３５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（平沢恒雄君） それでは、先ほど議題としました同意第３号の議案について、

お諮りいたします。 

  本案件は既に全員協議会において詳細説明を受けておりますので、質疑は省略し、

討論を行いますが、これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） 討論ありますか。 

          （発言する者なし） 

○議長（平沢恒雄君） 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決したいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） 異議ないものと認め、採決いたします。 



 －１８－ 

  本案は原案のとおり同意することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○議長（平沢恒雄君） 起立全員であります。よって、同意第３号「農業委員会委員の

任命につき同意を求めることについて」は原案のとおり同意することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議案第２４号～議案第２６号 

○議長（平沢恒雄君） 日程第１２、議案第２４号から日程第１４、議案第２６号まで

を一括して議題とします。書記をして各議案の朗読を行います。 

 神通川書記。 

          （事務局書記朗読） 

○議長（平沢恒雄君） ただいま一括議題としました議案第２４号から議案第２６号の

議案について、村長より提案説明を求めます。 

  本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 議案第２４号から議案第２６号までの条例改正３件について、

提案説明を申し上げます。 

まず、議案第２４号「山形村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に

ついて」の説明を申し上げます。 

非常勤消防団員等にかかわる損害補償の基準を定める政令において定められている

扶養親族のある場合における補償基礎額の加算額は、給与法の扶養手当支給額を日額

換算したものと定められています。この給与法の扶養手当支給額が本年度以降、段階

的に改定されたことから加算額についても改定がされました。それに伴い、山形村消

防団員等公務災害補償条例で規定する補償基礎額に関する規定の改正が必要となりま

したので、山形村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものであります。 

次に、議案第２５号「山形村教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の一

部を改正する条例について」の説明を申し上げます。 

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が平成２９年３月３１日に交付

されたことに伴い、山形村教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の一部を

改正する必要が生じました。法令の公布日から施行日まで時間的な余裕がないことが

明らかでしたので、これを改正し平成２９年４月１日にさかのぼり適応するものであ
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ります。 

内容につきましては、住民税所得割課税額が一定の額を下回る世帯のうち、多子世

帯、要保護世帯等、利用料の軽減と、住民所得課税額が一定の額を上回る世帯の多子

軽減における年齢の上限を撤廃し、多子世帯と要保護世帯等に対して村単独の軽減措

置を行うものであります。 

次に、議案第２６号「山形村就学相談委員会設置条例の一部を改正する条例につい

て」の説明を申し上げます。 

学校教育法施行令の一部を改正するにあたって、文部科学省通知の中で、留意事項

として「現在多くの市町村の教育委員会に設置されている就学指導委員会について、

早期からの教育相談や支援、そして就学先決定時のみならずその後の一貫した支援に

ついても助言を行うという観点から、教育支援委員会といった名称にすることが適当

である」という提言がなされています。 

山形村においては、これまでも就学先決定のための就学相談を早期から行っている

ところですが、今回の一部改正により、就学先の判断にとどまらず、幼児、児童及び

生徒の教育支援について調査・審議することを加えるなど活動内容の見直し充実を図

るとともに名称を就学相談委員会から教育支援委員会に改めるものであります。 

以上、議案第２４号から議案第２６号までの条例改正３件について、提案説明を申

し上げました。ご審議を、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（平沢恒雄君） 村長の提案説明が終了しました。 

  ここで担当課長の詳細説明があれば、これを許します。 

  初めに、議案第２４号についての詳細説明はありますか 

○総務課長（赤羽孝之君） ありません。 

○議長（平沢恒雄君） 次に、議案第２５号についての詳細説明はありますか。 

○子育て支援課長（百瀬尚代君） ありません。 

○議長（平沢恒雄君） 次に、議案第２６号についての詳細説明はありますか。 

○教育次長（上條憲治君） ありません。 

○議長（平沢恒雄君） 村長の提案説明が終わりました。 

  これより議案第２４号から議案第２６号までの一括質疑を行います。質問事項が多

項目にわたる場合にも、一括して質問してください。答弁はその後に行うようにしま

す。 

  それでは、質問のある議員の発言を許します。 
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  上条議員。 

○２番（上条浩堂君） ２番、上条浩堂です。最初の議案、２４号についてお聞きしま

すが、新旧対照表の２ページ目に、１号について433円が、１号から３号までが217円

と減額になるのか、その辺の説明が何もなかったものですから、その辺をちょっとお

願いできればと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽総務課長。 

○総務課長（赤羽孝之君） 村長の説明でもありましたけれども、給与法の改正に伴い

まして、この補償基礎額の加算額が変わるということであります。 

  この給与法の関係なのですけれども、平成２８年度以前については配偶者につきま

しては１万3,000円。２９年度については１万円。それから３０年度以降は6,500円と

いうような改正が行われております。これを日額に直したものが加算額の基礎となっ

ております。ですので、配偶者につきましては、加算額が減額されるという部分。  

  それから、子ども等の扶養に関してなのですけれども、それぞれ区分があるわけな

のですけれども、これにつきましても6,500円だったものが２９年度は8,000に、３０

年度以降は１万円にというような、これについては増額になる部分もございます。そ

の他の扶養の中では、逆に6,500円という同額というようなこともあります。 

  その関係で増加するもの、それから減少するものということで、基礎額が改正とな

っております。 

  以上であります。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員、よろしいですか。 

  上条議員。 

○２番（上条浩堂君） そういう各表みたいのものがあれば、自分らにもわかるのだけ

れども、そういう基準表みたいなものはないわけですか。 

○議長（平沢恒雄君） 赤羽総務課長。 

○総務課長（赤羽孝之君） 特にはないですけれども、自分の方でつくった表はござい

ますので、もしまた必要があればお示ししたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

          （発言する者なし） 

○議長（平沢恒雄君） 質疑もないようですので、以上で質疑を終結します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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   ◎議案第２７号～議案第３１号 

○議長（平沢恒雄君） 日程第１５、議案第２７号から日程第１９、議案第３１号まで

を一括議題とします。書記をして各議案の朗読を行います。 

神通川書記。 

          （事務局書記朗読） 

○議長（平沢恒雄君） ただいま一括議題としました議案第２７号から議案第３１号の

議案について、村長より提案説明を求めます。 

  本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 議案第２７号から議案第３１号までの平成２９年度の補正予算

５件について、提案説明を申し上げます。 

まず、議案第２７号「平成２９年度山形村一般会計補正予算（第２号）」の提案説明

を申し上げます。 

一般会計の補正予算第２号は、歳入歳出4,294万3,000円を追加し、補正後の予算規

模を33億6,530万円とするものです。 

歳入予算では、地方交付税に2,252万1,000円、国庫支出金に931万8,000円、県支出

金に488万4,000円、諸収入に622万円を追加計上いたしました。 

歳出予算では、主に一般職の職員の人事異動に伴いまして、人件費の組みかえや特

別職の職員の給与費の補正を行いました。人件費以外の主なものでは、民生費で平成

２８年度子ども・子育て支援交付金や障害者通所給付費国庫負担金の返還金 155万

6,000円、民生費では保育園の遊具設置工事83万6,000円、衛生費では、県の元気づく

り支援金を活用した保健福祉センター健康遊具設置等の事業で268万3,000円、農林水

産業費でも同じく元気づくり支援金を活用した清水高原遊歩道の整備で453万5,000円、

土木費では昨年に引き続きグリーンロードの舗装補修工事で交付金の増加に伴う追加

工事分で1,447万1,000円、消防費では地域防災組織育成助成金がついたことによる消

防用ホースの購入で127万円、小学校費では給食室のボイラー修繕工事で41万円などを

それぞれ追加計上をいたしました。 

次に、議案第２８号「平成２９年度山形村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」

の提案説明を申し上げます。 

国民健康保険特別会計の補正予算第１号は、歳出予算に前期高齢者納付金の不足額
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36万6,000円を増額し、予備費を同額の36万6,000円減額するものです。 

次に、議案第２９号「平成２９年度山形村介護保険特別会計補正予算（第１号）」の

提案説明を申し上げます。 

介護保険特別会計補正予算第１号は、歳入歳出それぞれに226万6,000円を追加し、

総額を７億4,080万8,000円とするものです。 

歳入予算では、支払基金返還に伴う財源として、第１号被保険者徴収保険料243万

7,000円を増額し、一般会計繰入金として職員給料等の減額17万2,000円を計上いたし

ました。 

歳出予算では、平成２８年度支払基金交付金精算に伴う返還金243万8,000円を増額

し、職員給料等を減額するものです。 

次に、議案第３０号「平成２９年度山形村清水高原簡易水道特別会計補正予算（第

１号）」の提案説明を申し上げます。 

今回の補正は、歳入予算において財源振替を実施するものであります。補正の内容

が、歳入予算で、基金繰入金を500万円減額し、村債を500万円増額しました。 

次に、議案第３１号「平成２９年度山形村水道事業会計補正予算（第２号）」の提案

説明を申し上げます。 

今回の補正は、３条予算の支出に計上してありました、ろ過池産業廃棄物運搬処理

委託料の643万7,000円を減額し、人事異動に伴う人件費15万3,000円を計上しました。 

４条予算では、ろ過池防水改良工事（１池分）として600万円を計上しました。 

資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額5,824万7,000円は当年度分、消

費税及び地方消費税、資本的収支調整額207万2,000円と過年度分損益勘定留保資金

5,617万5,000円で補てんするものであります。 

以上、議案第２７号から議案第３１号までの平成２９年度の補正予算５件について、

提案説明を申し上げました。詳細につきましては、補正予算及び補正予算に関する説

明書のとおりでございます。ご審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（平沢恒雄君） 村長の提案説明が終了しました。 

  ここで担当課長の詳細説明があれば、これを許します。 

  初めに、議案第２７号についての詳細説明はありますか 

○総務課長（赤羽孝之君） ありません。 

○議長（平沢恒雄君） 次に、議案第２８号についての詳細説明はありますか。 

○住民課長（塩原美智代君） ありません。 
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○議長（平沢恒雄君） 次に、議案第２９号についての詳細説明はありますか。 

○保健福祉課長（堤 岳志君） ありません。 

○議長（平沢恒雄君） 次に、議案第３０号についての詳細説明はありますか。 

○建設水道課長（篠原雅彦君） ありません。 

○議長（平沢恒雄君） 次に、議案第３１号についての詳細説明はありますか。 

○建設水道課長（篠原雅彦君） ありません。 

○議長（平沢恒雄君） 村長の提案説明が終わりました。 

  これより議案第２７号から議案第３１号までの一括質疑を行います。質問事項が多

項目にわたる場合にも、一括して質問してください。答弁はその後に行うようにしま

す。 

  それでは、質問のある議員の発言を許します。 

  上条議員。 

○２番（上条浩堂君） ２番、上条です。議案第３０号についてお聞きします。 

  清水高原簡易水道特別会計の歳入の７ページ、基金を500万円減額し、起債を、その

分を振りかえているのですけれども、これについての説明、なぜこうしたかをまずお

聞きしたい。 

○議長（平沢恒雄君） 篠原建設水道課長。 

○建設水道課長（篠原雅彦君） それではご質問の関係なのですけれども、当初、基金

を充当していくということで考えていたわけなのですけれども、今回なかなか、その

基金というのはもし何かあった場合について対応できないということの中で、できる

だけ有利なもの、起債の方が交付税措置もあるということもありまして、今回、簡水

債250万円、辺地債について250万円ということで、基金は使わないと。500万円減額し、

その分を村債で対応させていただくということのお願いでございます。 

○議長（平沢恒雄君） 上条議員。 

○２番（上条浩堂君） 説明はわかりました。 

  それで、念のためお聞きしますが、清水高原簡水の対応基金、これの残高は今どの

ぐらいございますか。 

  それから、これは予算編成時のことだから現課長の責任というか、それを追及する

わけではないのですけれども、最初からそんなことはもうわかっていたはずなのです

よね。基金の残高が少ない。したがってほかの方法をなぜ考えなかったのか、そうい

う疑問が残るのですけれども、わかる範囲で答弁願います。 
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○議長（平沢恒雄君） 篠原建設水道課長。 

○建設水道課長（篠原雅彦君） 基金の残高については796万円ほどということになって

おります。 

  こういった形、どうして初めから考えられないかということで、当然、村の財政に

有利な形で考えるべきだったと思います。自分も４月からということもあるのですけ

れども、当初予算、そして肉づけ予算の中でそのような形になってしまったことは大

変申しわけない話なのですけれども、幾らかでも財政のためになるような形に変えて

いくということで、今回頻繁な補正予算の編成ということで、大変申しわけない話な

のですけれども、このような形でお願いしたいということでございます。 

○議長（平沢恒雄君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  増澤議員。 

○７番（増澤武志君） 議席番号７番、増澤武志です。水道会計についてお伺いをいた

します。 

  水道事業会計補正予算第２号の２ページ収益的支出の一番上ですが、ろ過池産業廃

棄物運搬処理ということで、643万7,000円が減額になっておりますが、これは次の３

ページにあります、ろ過池の防水改良工事、この絡みでこの関係がなくなったのかど

うかちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 篠原建設水道課長。 

○建設水道課長（篠原雅彦君） こちらの関係もちょっと申しわけないという話なので

すけれども、肉づけ予算のときに、ろ材の入れかえ工事2,000万円、そしてこちらの運

搬処理ということで643万7,000円、いずれも計上させていただいたわけなのですけれ

ども、その運搬処理につきまして、このような金額ということで、引き続き係の方で

何とかならないものかという検討を行った結果、こちらの運搬につきましては、何と

か場内で利用したりとか、例えば未舗装の道路とかで、そういう、出たものについて

利用していきたいというようなことで、こちらの関係も作戦変更ということで、今回

減額をお願いするものでございます。 

  そのかわりといっては何ですけれども、ろ過池について、３池についてはもう６０

年、建設してから６０年という年月が経過しておりまして、そちらについて防水する

ことが必要ということが浮上してまいりまして、今回、防水改良工事、１池というこ

とで600万円を計上するというお願いでございます。 
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○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） それでは、こんなふうにも聞きましたが、産業廃棄物の運搬処

理のお金を浮かせて、その分を工事費に回すということでしょうか。 

○議長（平沢恒雄君） 篠原建設水道課長。 

○建設水道課長（篠原雅彦君） そういうことになります。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） 方針が定まっていなくて、行き当たりばったりという、そうい

うような対応に見えます。 

  それで、このろ過池の産廃の運搬処理なのですけれども、これにつきましては廃棄

物処理法の法令の規定をやはり守っていただいてクリアをするという、法令クリアに

ついては見通しがありますか。 

○議長（平沢恒雄君） 篠原建設水道課長。 

○建設水道課長（篠原雅彦君） その辺につきましては、十分注意した中で処理または

利用ということで行っていきたいと思います。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員。 

○７番（増澤武志君） その点につきまして、いやしくも村が産廃の法令違反となるよ

うなことがないように、十分な精査をお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（平沢恒雄君） 増澤議員、よろしいですか。 

  ほかに質疑はありませんか。 

  大池議員。 

○１番（大池俊子君） １番、大池です。一般会計の２２ページの土木費の道路橋りょ

う費で、道路舗装補修事業の関連が出ているのですが、これはグリーンロードの残り

分の完了という感じでいいわけですか。 

○議長（平沢恒雄君） 篠原建設水道課長。 

○建設水道課長（篠原雅彦君） こちらについてはグリーンロードの舗装工事の関係で

ございます。国から内示がしっかり出てきた関係で事業費の関係を、その内示と合わ

せるということで、今回お願いするものでございます。 

○議長（平沢恒雄君） 大池議員、よろしいですか。 

  ほかに質疑はありませんか。 

          （発言する者なし） 

○議長（平沢恒雄君） 質疑もないようですので、以上で質疑を終結します。 



 －２６－ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議案の委員会付託 

○議長（平沢恒雄君） 日程第２０、「議案の委員会付託」を議題とします。 

  本日提出されました議案第２４号から議案第３１号については、お手元に配付の議

案付託表のとおり、各常任委員会に付託して審査することにしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） ご異議ないものと認めます。よって、議案付託表のとおり、各

常任委員会に付託して審査することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議員派遣の件について 

○議長（平沢恒雄君） 日程第２１「議員派遣の件について」を議題とします。 

  お諮りします。お手元に配付の「議員派遣の件」のとおり、派遣したいと思います

が、ご異議ございませんか。 

          （｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（平沢恒雄君） 異議ないものと認めます。よって、お手元に配付の「議員派遣

の件」のとおり、決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎散会宣告 

○議長（平沢恒雄君） 以上で、本日の本会議の日程はすべて終了しました。 

本日の本会議はこれにて閉議し散会といたします。 

（午前 １１時０６分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


